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平成27年2月24日 駅前東館跡地活用調査特別委員会資料

総務企画部 政策企画課

駅前東館跡地の活用について

1想 定する事業手法

・進出する民間施設,広 場等の公共施設の仕様な どを含 め,市 は性能発注により民間事業

者を募集。

・市が示す性能に対 し,民 間事業者 は施設の設計 ・建設 ・運営の詳細 を検討 し,出 店者等の

確保,資 金的な裏付けをもった うえで,事 業提案 を応募。

・市が示す性能を満たす提案の中か ら民間事業者及び事業提案 を決定
。

・決定 した民間事業者が,自 らの提案 に基づ く仕様を基本に設計,建 設,運 営 を実施。

》 従来方式 一般 的なPPP方 式 ● 自治体

・公共施設の管理者

。PPP事 業の発注者

●民間事業者

・PPP事 業 の

嗣 醐 受注者
・構成企業により

新設。特別 目的会社

を設立する場合あ り。

灘 難 慧難、廟
》

2民 間事業者意向調査結果の概要

(1)民 間施設のみでの整備の可能性

・多数の事業者が困難 と回答。
・数社は 「条件次第」 と回答。

設定条件 高度利用地区(最 低容積率300%)の 見直 し。
b一ドでrイ喚'鴨(シ

市のまちづ くりへの貢献等を考慮せず,開 発内容 を自由提案 とす る。

地代の設定。 昇栖 し

(2)導 入 可能性 があ る民 間施 設

① ホテル機 能

・ビジネ スホテル に関 し
,数 社 か ら可能性 が ある旨の提案 あ り。
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② 生活利 便機能

・商業 ・サー ビス業(ス ーパ ーマーケ ッ ト
,飲 食店,カ フェ,コ ン ビニ,雑 貨店,そ

の他 物販 ・サー ビス施設 な ど)

・規模 は,最 大 で2,000～3,000㎡ 程度

・併設 の公 共施設 の有無や 内容 次第で
,店 舗 構成や施設 の規模 が変動す る との意見 有

・周 辺居住者
,生 活者 をター ゲ ッ トとして想 定。

③ その他 施設

・コ ミュニテ ィ施設
,高 齢者 支援施設,障 害者 支援施設,子 育て支援 施設,医 療施設 ・

診療 所,福 祉施 設,幼 稚 園 ・保育 園

・分譲 マ ンシ ョン
,サ ー ビス付 高齢者 向 け住宅

・オ フィス

・駐 車場

く3)導 入 を希望す る公共施設

・図書館 多 くの事業者 か ら導入 が望 ま しい との回答有

・広 場 多 くの事業者 か ら導入 が望ま しい との回答有

・その他 数社 か ら次 の とお り回答有

屋 外デ ッキ,展 示 スペ ース,夜 間救急診療所,観 光振興支援機 能,庁 舎一部機 能

(4)コ ンベ ンシ ョン施設 の導入 可能性

・多数 の事 業者 が 「公 共が整備 し
,民 間 に委託 して運営 」 とい うスキー ムを選択 。

(5)望 ま しい建 築形態

・公 共施設 と民間施設 を分棟 とす る方法
,合 築 とす る方 法の両者 の提案 あ り。

(6)望 ま しい事 業ス キー ム

・定期借 地の提案 が多 か ったが
,分 譲 マ ンシ ョンな ど導入施設 によっ ては土地売却 を希

望す る提案 があ った。

・一部 の事業者 か らは
,土 地 の使 用貸借(無 償貸付)を 希望す る提 案が あ った。

(7)事 業 への参画意 向

・複数 の事業者が 「参加 したい
,条 件付 きで参加 したい」 と回答。

・条件 とは
,「 公共 施設 導入 の有無や 内容,地 代設 定,高 度利用 地区(最 低容積 率300%)

の見 直 し」な どの意 見が あった。

/ち 伽 袖 ざ諮 ・帽 ・三1幹イ歪{引細 続

繍 無 ゲ 掘 鱗

氏拶Nh灘,
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3公 共施設 について

(1)図 書館等について

① 現況

・施設概要

中央図書館 歴史民俗資料館

所在 円一町二丁 目3番3号 円一町二丁 目3番2号

開館時間
9:30～19:00

(土 日:9:30～18:15)
9:30～17:00

休館 日
国民 の祝 日,12/28～1/4,前 日及 び翌

日が国民 の祝 日であ る 日
同左

延床面積 1,929.18㎡ 451㎡

竣工年月
S53年12月

※ 「えほんのへや 」 はHl9年3月
S51年7月

構造 鉄 筋 コンク リー ト造2階 建(一 部4階) 鉄 筋 コンク リー ト造2階 建

配置

一般 閲覧室327㎡
,こ ども室87㎡,

えほん のへや128㎡,参 考 資料 室135

㎡,学 習室128㎡,視 聴 覚室72㎡,

会議 室36㎡,事 務室 等116㎡,書 庫

526㎡,そ の他374㎡ 計1,929㎡

展示室287㎡,事 務室40㎡,そ の他124

㎡ 計451㎡

備考 H19年3月 耐震改修実施済

② 利用状況

ア 図書館の貸出者数の推移
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③ 施 設及び設備 面の課題 ・払 び、

ア 中央 図書館 ・'曽?フ ・1

・開架 ・閉架 両方 の収蔵 スペー スが不足。 ・爵鬼(轡 勘 一鰹

・書架 間の通路 が狭いた め,資 料 を探 しに く く,車 椅 子やベ ビ ーカー利 用者 にも支 障。

・閲 覧スペ ー ス ・学習 スペ ー スが不足。

・持込パ ソコンを使用 で きる学習 支援 ・ビジネス支援 スペー ヌご.確 保 ができない。

・談話 スペー ス と静寂 スペース の区分 がない。

・新 聞用 の閲覧 スペー スが十分 に取れ ない。

・レフ ァレンスや 複写 サー ビス のスペー スが不足。

・エ レベ ー ター が ない。

・貴重 な歴 史資料 ,江 戸 時代の古 典籍資料等 の整 理 ・研 究 ・ζ零 ね 弐で きて いない。

・駐車場 は34台 分 を中央公 民館
,歴 史 民俗資料館 で共用 してお り不足。
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イ 歴 史民俗資料館

・収蔵 庫が狭 く
,展 示 が不十分。

・特別 展示室 がな く
,常 設 展示 しかで きない。

・相 談 ・調査 ・研 究 スペ ースが ない。

(2)駅 前東館跡地への図書館整備の効果

① 施設及び設備面(新 設 による効果)

・様々なスペースが適所に確保でき,使 いやす く,居 心地良い図書館整備が可能。

・バ リアフ リー等に配慮 し,誰 でも使いやすい図書館整備が可能。

・自動貸出機,セ キュ リティゲー ト等設備の導入が可能。

・駐車場の確保が可能。

② 利用面(民 間運営及び駅前立地による効果)

・民間運営により,カ フェや小売店舗等利便施設の併設,開 館時間延長による相乗効果

などによ り,既 存利用者の来館頻度の増加 に加え,新 規来館者 の増加が見込める.

・公共交通機関を利用 しやす くな り,高 齢者 の利用増加が見込める。

・通勤通学時間帯の会社員や学生の利用増加が見込める。

③ 駅前周辺(中 心市街地への波及効果)

・街の顔 として複合施設 を整備す ることで,駅 前東館跡地周辺の景色や雰囲気が変わ り,

来街が促進され ることで,人 の流れが生まれる。

・商業活性化の仕組みづ くりにより,図 書館利用者の周辺他施設等への回遊の増加 が期

待 され,中 心市街地の人通 りが増え,に ぎわいが生まれる。

・公共交通機関の待 ち時間に活用 され るな ど,駅 周辺での滞在時間増加が見込 める。

④ 駅前東館跡地開発の促進

・図書館は老若男女を問わず活用できる施設であり,人 が集まる効果は,公 共施設の中

でも大 きく,民 間施設への波及効果が高い。

・集客力の高い図書館の設置によ り,民 間施設進 出が促進 される。

)

》
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(3)他 都市の事例

近年,中 心市街地のにぎわい創 出等の観点から,図 書館 を設置する事例が増えている。

特 に駅前は,公 共交通 の起終点 として利便性が高いため,様 々な世代の地域住民だけで

はなく,来 街者 も利用す る図書館 となるよう,読 書空間の充実や,居 心地のよい空間づ く

り,開 館時間の延長等も重視 されてい る。

事例名 特徴

1 武雄市図書館

3勲 ～L疏

・民間書店の代官 山蔦屋書店 を手本 とし,カ ルチ ュア ・コン

ビニエ ンス ・クラブ㈱が企画設計か ら出店 ・運営まで行 う

図書館
・年中無休,「Tカ ー ド」の導入,カ フェの併設等で,新 たな

図書館 のモデル を確立 一 一　 　、
〆 一 一

・来館 者 数H23年 度22 ,5万 人⇒H25年 度(豆 ～]巫 ン
・貸 出冊 数H23年 度34 .0万 冊→H25年 度54.5万 冊

2

運

藤枝 市 ・BiVi藤 枝

(藤枝市立駅南 図書館)

)台 露1膨 櫨 【新設 】

ろ 一、つ・,.τ

・中心市街地活性化基本計画の主要事業 として,駅 前の官民

複合施設内に整備 された図書館
・民間事業者の提案 により

,図 書館の他にシネマ コンプ レッ
!

クス(約2,700㎡)や 商業店舗(約7,000㎡)の 導入 が実現
・岡出山図書館(近 隣図書館)37万 冊→26万 冊

駅南図書館(新 設)一 →67万 冊
引 τ人

3

武蔵 野 市 ・武 蔵 野 プ レイ

ス(・'・ 〔ピ1,

/舞 【移 設 】

耐,合00mレ

嚇 ヱ ・下ρF

・JRの 駅 か ら約800mの 場所 にあった図書館 を駅前 に移転

・まちづ く り推進の観点か ら,市 民活動や青少年活動,生 涯

学習のスペース と図書館 が入 る公共複合施設
・1階 にカフェを導入す る等,に ぎわいをもた らす滞在型図

書館 として整備
・図書館前には公園が整備 され ,休 日には学生や親子連れが

食事を した り,地 域 団体等がイベ ン トを実施す る等,に ぎ

わいのあ る空間を実現
・貸出冊数33万 冊(移 転前)→89万 冊(移 転後)

ア 麻 ・幣,勺 一16δ 以

4 青森市民図書館

② ちン給 回 書〆齢 ・国ガ

4k融 糾

ワr憤 ～ .
二`!

1「/

・青森 駅か ら徒歩3分 の場所 に立地

・中心 市街地再開発 による図書館 と民間 の複合施設 「ア ウ
〆-㌦

.ll芯箒 諜 麟 者通行量は整備前のH12に 比べて

整備後 のH13～H14に 大き く増加 し,そ の後 は減少傾向に

あるが,「ア ウガ」に近い地点では減少 していない(H17ま

でのデータ)。
・図書館 を含 めた複合施設への集客を,中 心市街 地全体への

波及効果の維持 に結びつける仕組みが課題。
・貸出冊数H1131 .5万 冊→H2578.4万 冊 ㌃2満 μ

(4)方 向性(論 点)

①公 共施設 導入 に よる民 間開発 の促進

・民間施設 のみ の開発が 不可能 であれ ば
,現 状 のまま とす る。ご 公駅施 櫨1ト 嬉 津.,

・公 共施設 設置 に よる支援 に よ り
,民 間開発 を促進す る。

呼 馬幣 県1
'1 5



②公共施設の種類

・公共施設は整備 しない。

・集客力を持つ図書館 を整備す る。

・市外からの誘客につなが る公共施設(美 術館,博 物館などの観光施設)を 検討する。

③公募条件パターン

・民間施設のみによる開発 を条件 とする。

・公共施設の導入を条件 のひとっに設定 し,民 間施設 と併せて運営方法や周辺に波及

効果 をもたらす手法等を提案 させ る。

(5)課 題

① 駅前東館跡地周辺への波及効果

・周辺商店等 と連i携す ることで来街者が回遊 し,中 心市街地ににぎわいが生まれ,波 及

効果を及ぼすための仕組みが必要。

② 駐車場

・駅前の駐車場 とな り,無 料化は困難なため,仕 組みの検討が必要。

③ 中央図書館跡地の活用 ・

・中央図書館跡地の活用方法の整理が必要。

)

4広 場 につ い て

(1)現 在 の広 場活用状況

① 現状 の面積

芝生 スペー ス 約2,000㎡,多 目的 スペー ス 約2,000㎡,

駐車 ・駐輪 スペ ース 約1,200㎡

② イベ ン ト開催状況

年度
開催数

(合計)

開催数
(月平均)

最多開催月

/件 数

最小開催月

/件 数

週 末 開催 率

(土日のいずれかで開催)

H22年 度

(5～ 翌3月)
58回 5.3回 7月/10件 4・5月/2件

60.4%

(48週 の うち29週)

H23年 度 86回 7.2回 8月/17件 11月/3件
75.0%

(52週 の うち39週)

H24年 度 86回 7.2回 7月/13件 5月/4件
77.4%

(53週 の うち41週) 一 荊 一

H25年 度 87回 7.2回 8月/17件 9月/3件
61.5%

(52週 の うち32週)

計 317回 6.8回
68.7%

(205週 の うち141週)

③ イベ ン ト内容

○定期 イベ ン ト

骨董 市&フ リー マーケ ッ ト,軽 トラ朝 市 な ど

○その他 イベ ン ト

三原や っさ祭 り

三原浮 き城 まつ り

三原七 夕 ゆか た祭 り な ど

堅 諭 蝋・藩
ノ ニτ ご、委 気

・諏1./ ,〆 ヨ
　　ノ 　マ 　

7∵ 喝'

淋1
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(2)他 都 市の事例

・富 山市(グ ラ ン ドプ ラザ)平 成19年 完成

面積:1,489㎡

年 間稼働 率IH24休 日95.7%,平 日75,0%

歩行者通 行量(日 曜 日):H185,591人 ⇒H2310,158人(82%UP)

市 の負担 金:3,000万 円/年(指 定管理 料,に ぎわい創 出事 業運営委託 料)

特徴=屋 根付 のた め,イ ベ ン ト開催が天候 に左右 され ない。

市 が設 置 し,ま ちづ く り会 社が運営(市 内の企 業,市 役所 か ら出向)。

民間イベ ン トが ない ときは,自 主イベ ン トを企 画 し,高 い稼 動率 を維 持。

可動式 ステー ジ,音 響設備 な どイベ ン ト開催 のた めの設備 が充実。

・長 岡市(ア オー レ長 岡)平 成24年 完成

面積:2,250㎡

年 間稼働 率:H24休 日96.0%,平 日83.4%

年 間利 用者 数:H24543,000人

特徴:市 役所,ア リーナ,ホールな どの複 合施設 の 中の屋根付 広場。

広 さ5,000㎡ のアリーナとの一体利 用 も可能。

市 民組 織 に よる管理 ・企 画 ・運 営 を実現。

(3>方 向性(論 点)

①整備

・広場 に必要 な面積 を一定以上確保 す る
。

・開発 の 自由度 を上 げるた め,広 場面積 は指 定 しない。

② 公募条件 パ ター ン

・規模,配 置,設 備(ス テー ジや屋 根)等 を条件 とす る。

・規模等 は指 定せず
,事 業者か らに ぎわいを創 出す る整備 ・運営 を提案 させ る。

》

(4)課 題

・広 場 を運 営す る体 制
,利 用者 に対す る営業活動 が ない と,に ぎわいは生 まれ ない。

・広 場 の規模 や配置 な どを設 定 した場合
,施 設部 分へ の影響 が大 きい。

5コ ンベ ンシ ョンにつ いて

(1)コ ンベ ンシ ョンセ ンター の 目的

・展示会や 会議
,イ ベ ン ト等の誘 致 と,運 営支 援 によ り経 営 され る複 合施設。

・主 に市外 か ら誘 客す るための施設 で,市 民 向け の多 目的ホール とは異な る。

・営業 に よ り各種行 事の主催者 を獲得 す るこ とが必要。

・顧 客獲得 のた め
,質 の高 い施設 ・設備 を確保す るこ とが必要。

・通 常,気 軽 に利用す るには高い料金 とな ってい る。

(2)他 都 市 の 事 例

■ 岡 山 コ ン ベ ン シ ョ ン セ ン タ ー

イへ"ントホール595㎡,レ セブ.ションホール330㎡,展 示 ホール256nぞ,コ ンベ ンションホール745㎡
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特徴:市 外,県 外の客 を ター ゲ ッ トとし,高 い稼働 率(70～80%)を 維持。

指定管 理者 で ある第 三セ ク ター に は,国 際会議 な どの運営 を手 が ける大手

の民 間企 業 も参画 し,営 業 に よ り主催 者 を獲 得。

飲食 部門は,安 定 した稼動 がない と,リ ス クが高 いた め,周 辺 の ホテル数

社 と提携 し,ケ ー タ リングで対応。

■ しまなみ交流館

ホール690席,ホ ワ仁300㎡,大 会議 室150㎡,会 議 室70㎡ ×2

特 徴:バ ンケ ッ ト(宴 会)の よ うな飲食 はできない が,必 要 な行事 な どで は,近

隣のホテル等 と連携。

口広島県 立ふ くや ま産 業交流館

大展示室4,476㎡,小 展 示室498㎡,研 修 室321㎡

特徴:中 四国最大級 の展示 スペ ー スを保 有 し,可 動 式の 間仕 切 りによって,分 割

しての利 用 も可能 だが,企 業 の展 示会や 大規模 な集会で あ り,住 民 向 けの

施設 ではな い。

)

(3)市 内 ヒア リング結 果

・会議 自体は市 内施 設で対応 で きるた め
,不 便 さを感 じてい ないが,バ ンケ ッ ト(宴 会)

機 能 の充実が必 要。

・400～500人 規模 の大人数 のバ ンケ ッ トホール が市 内にはない(た だ し
,大 規模 なバ ン

ケ ッ トの開催 頻度 は低い)。

・駅周辺 には大人数 のバ ンケ ッ トホール を保 有す る施設 が1つ しかないた め
,年 末年 始,

総 会時期 な どに は会場 が取 りに くい状況 が ある。

(4)市 内の主 な公 共施設

・平 土間

ポポ ロホ ワイエ350㎡

福祉 会館大 会議室275㎡

ゆめ きゃ りあ300㎡

・ホール

リージ ョンプラザ文化ホール405席

ポポ ロ1,209席

)

(5)方 向性(論 点)

①整備

・駅前東館 跡地 に新設整 備す る
。

・新設整備 は行 わないが
,周 辺 施設 の利 活用 に よ り対応す る。

・コンベ ンシ ョン機能 につ いて は
,公 共 として関与 しない。
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/ ②公募 条件パ ター ン

・公 共 に よる コンベ ンシ ョン整備 を条件 のひ とつ に設 定 し,運 営 方法や周 辺へ の波及 効

果 を もた らす 手法 な どを提案 させ る。

・コンベ ンシ ョン施設 は駅前東館跡 地 に整備 しない
。

(6)課 題

・公設で新設するほどの需要が現状では見込めない。

・現存する公共施設の有効活用による機能補完の検討が必要。

》

6ホ テル につい て

(1)ホ テル機能 のニ ーズ

① 市内企業 への調査(7社 か ら回答H25.11実 施)

○宿泊機能 が必要(5社)

【主 な意 見 】

・ビジネ スホテル よ り上質 なホテル が必 要

・外 国人 に対 応 でき るホテル が必要

・充実 した宿 泊機 能 があれ ば
,企 業活動,観 光 も含 め,経 済効果が 大 きい な ど

② 三原 市中心市街地 活性化協 議会 か らの提案 書(H25.11)

○東館跡 地活用 の事業提案

ア ホテル宴 会場 レス トラン

・迎賓機能 としての都 市型 ホテル に対す る強 い要望。

・現在 ,宴 会場 ・レス トラ ンの数 が少 な く,多 様 なニーズへ の対応 が必要。

※地 元事業者 が参加 ・協 力で き る形態 が望 ま しく,今 後 の調整 が必 要。

イ その他

都 市広場,多 目的ホール,駐 車場,ま ちの情報セ ンター,図 書館,マ ンシ ョン,

イ ンキュベー トオ フィス,駅 前託児 所 な どの提案 あ り

》 (2)駅 周 辺の宿 泊機 能 の状 況(H25ホ テル事業化 可能性調 査)

・シテ ィホテル は1社 のみで,そ の他 は ビジネ スホテル。

・いず れの ホテル も古 く
,20年 以上新規 参入 がない ため,利 用者 の 「質」 に対す る不満

が長年解 消 されて いない。

・客 室規模 は小 さ く
,い ずれ も100室 以 下 の小規模 宿泊施設 。

・稼働 率 は50～70%で
,観 光需 要が ないた め週末 の稼働率 は低迷。

・グ レー ド面 で市外 に流 出す る利 用者 は限定 的で あ るが新 規ホ テル の参 入 に よ り流 出 し

てい る需要 を取 り戻 し,市 内の宿 泊 市場 に活力 を与 えるき っか けにな る可能性 が ある。

※ シティホテルとは

㊥蘭 ・}1・・都市か都市近郊に立地し
,宴 会場とレストランを備えた総合ホテル

Lゼ耐・稲、いk
'売上に占める宿泊収入が全体の50%未 満である場合が多く・婚礼.宴 会の収益も多い

儒 、賦 ・・
・ツインルーム主体で20㎡ 程度の客室を備えている施設が多い 瓶、.1… い,

・地方都市では,開 発 ・所有 ・経営を一体的に行うスキームは実現可能性が低く,開 発 ・所有主体と経営

主体を別個に確保することが必要
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※ ビジネスホテルとは

・主に宿泊機能に特化 したシングルルーム主体のホテル

・シティホテルより宿泊料金が低い

・地方都市でも,開 発 ・所有主体及び経営主体を一体的に担 う業者が存在する可能性がある

(3)民 間事業者 の意 見

① シテ ィホテル

・整備 に市 の負 担が必要 で あ り
,市 が床 を所有す るな らば可能性 は ある。

② ビジネ ス ホテル

・民 間所有 に よる運営 の可能性 はあ る
。

・他 の施設 との合 築で はな く
,単 独棟 の希望 が多い。

・シテ ィホテル並 みの大 き さの部屋 の確保 が可能 な業者 も存在す る。

・ビジネ ス ホテル で も全 国的 に有名 なホテル であれ ば
,新 た な誘 客の可能性 があ る。

・室数 は経営効率 の観 点 か ら
,100～150室 を超 える規模 を希望。 ㌧

(4)方 向性(論 点)

① 求 めるグ レー ド

・ホテル の グ レー ドを重視 し,市 が負担 してで もシテ ィホテルが 必要。

・一定の質 の高 さが維持 で きれ ば
,ビ ジネ スホテルで あって も必要(市 は所 有 しない)。

・新 しい ホテル で あれ ば,一 定の宿 泊ニー ズに対応 で きるた め,通 常の ビジネスホテル

であ って も必 要。

②市 の支援

・支援 は しない
。

・ホテル 開発 を支援(手 法 は要検討)
。

③公募 条件パ ター ン

・ホテル を必須 とす る。

aホ テル に求 め る条件 を設 定す る

b条 件 を設 定 しない

・ホテル を必須 としないが,提 案 があれ ば加点す る。

aホ テル に期待 す る条件 を設 定す る

b条 件 を設定 しない

・ホテル を必須 とせず ,民 間施設部分 のひ とっ と して,提 案 全体で判 断 し,加 点 しない。

)

(5)課 題

・新設 ・既設 のホテル に対 して の支援 の あ り方 について,検 討 が必要。

7想 定 され る整備 手法 につい て

別 紙の とお り(H26.11,25議 員全員 協議会 資料)
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1

4想 定される整備手法(別 表)

1整 備手法

分棟 合築

【分棟1】 定期借地権方式 【分棟2】 土地売却方式 【合築1】 定期借地権方式 【合築2】 土地売却方式

【分棟1-1】 公共所有 と民間所有 【分棟1-2】 民澗所有

A

C

【合築1-1】 区分所有 【合築1-2】 民間所有

A

B

A

BC

A

BC

A

B B {民聞施設】
ホテル 等
〔民醐断有)

、

努
糟
憂

【民間施設】
ホテル

(艮間所有1

【艮闇廃般】
ホラル

〔民聞所有〕

【公共施聞
コンベンション擬能

(公共所有)

【公共膳設1
コンベンシ弓ン犠能

(民間所有) 〉布

レ竃

1民間施聞
住宅

〔昆闇所有, B

【公共施娘】
コンベンション機自巴

(公共斯有)
【民聞施設}駐寧

颯
慨間所有}

轟猛
(公共,

[公裳施晩1
コンベンション櫨饒

(公共所膚)

雛
(公共1

【公共旛設】
コンペンシ司ン螢能

(民間漸有) レ市
餐

レ惜

【公共施設1
コンベンション機鯉

(公共所有}

【公共鹿設】
図書賃 等
(公共断紺

【公共櫨設】図書鯛等

〔民聞所有)

、

雰
曙妻

♂

A 【公共施設】
図書飼 等
(公共所有)

1

【民聞趣聞生活
剰便篁瞭

〔畏聞所獅)

【公共算設】
図書翰 等
〔公鈍断宿〉

眠 闘施設】
駐享場

〔艮闇漸有)

1 【民間施聞

生活判便集殴
(民聞研有)

【公共施般】
図書鰭等
(艮闇所有,

【民問雄設】
駐車場

〔民間所有) 魏
(公共}

K優間施殴】
生活利便施設
〔艮問所有)

【公共施般1
図書鱈辱(
公共所有}

一 一

【民闇施設】
駐車場

(民聞所肩)
離
〔公共)

【民聞施設】
駐車場

(畏間所有)
麟

(公 共 〕

【歴閏施設】
生話剰便篤設
恨聞翫有)

【民聞施測
生活利侵施般
(艮間所有)

【民隅施設】駐
皐場

(民間所有,
魏
(公共)

【民間篤設】生
渚利便篇設
〔現闇所有)

事撃用定期借地楕

1脚II
事桑用窒期摘地櫓 「

1・ 棚i伽 lI
事桑用定勘憎噛権 1 ノ

1。 。、市 1麟 ・斎1
事期 定期借地権1

1惰 亀権書.碗/民間【準共有】 1馳 ・市1
1剛 …11勧 ・市

2

権利関係

土地
AB底 地:市C所 有=市

借地権:民 間

底地 。市

借地権:す べて民間

AB所 有:艮 間C所 有:市 底地:市

借地擁:市/民 間(準 共有)

底地 市

借地権:民 間

所有:市/民 間 供 有)

建物 AB所 有:民 間C所 有:市 所有=民 間 【公共施設部分を市が賃借】 AB所 有:民 間C所 有=市 所有:市/民 間(区 分所有) 所有:民 間 【公共施設部分を市が賃借】 所有;市/民 間(区 分所有)

3整 備手法の特徴

。民間のホテル,生 活利便施設(駐 車場),公 共施設 をそれぞれ別棟の建物

として事業化。

・民間施設部分 の土地は,借 地期間満了後,市 に返還 され る。

・住宅(又 はホテル)と 生活利便施

設 を一体 の建物 として事業化。

・民間施設部分の土地は,民 間に売

却。

・民間の生 活利便施設,公 共施設を一一体の建物 として事業化。
・土地は借 地期 間満 了後,市 に返還 され る。
・建物 は区分所有 の場合(合 築1-1) ,民 間所有で 市が賃貸(合 築

1-2)の 場合 が想定 され る。
・ホテル を導入す る場合は,別 棟 で整備。

・民間のホテル ,生 活利 便施設,

公共施設 を…体の建物 として事

業化。
・土地は市 ・民間の共有 で,建 物
は区分所有。

4

蕪
性 の

ホテル
○

宿泊特化型 ホテル(ビ ジネスホテル)は 導入可能性があ る。

ム

ホテル導入の場合は,住 宅棟の

ホテル棟への変更が想 定 され る。

ム

ホテル 導入 の場合 は,公 共施設を含 む建物を縮小 し,

ホテル棟 を別棟 で整備す る方法が想定 される。

○

宿泊特化型 ホテル(ビ ジネ スホ

テル)は 導入可能性 がある。

コンベンション・

図書館 ・広場

○

導入す る場合 は,民 間事業者 のノ ウハ ウを活か しなが ら,公 共施設(サ ー ビス)と して整備する必要がある。

5

施
設
形
態
の
特
徴

躯体形式 ・

グレー ド設定
公共施設,民 間施設の各用途の違い に対 して,躯 体形式や グレー一ドを柔軟 に設 定できる。 分棟方式 に比べ て柔軟性は低 い。

修繕 ・用途変更 ・

建替の容易さ
一一方の用途のみの修繕,改 修,建 替等 に対す る柔軟性 がある。 施設の部分的 な修繕,改 修,建 替 など,分 棟 に比べて柔軟性 は低い。

管理区分の

明確さ
用途ごとに開館 日 ・開館時間を設定す ることが容易。 用途 ごとの開館 日 ・開館時間の設定 に.1二夫が必要。

設備の共用化に

よる効率化 ・

コス ト縮減
合築 と比べて電気設備や機械 設備 を共用化 しに くく,コ ス ト縮減 の効 果が期待で きない。 電気設備や機械 設備の共用化による効率化,初 期投資やラ ンニングコス トの縮減が 見込める。

相乗効果 ・

賑わい創出

賑わい創 出の効果が合築に比べ限定的。分棟の場合,デ ッキ等 による各建物 の連結 な ど,利 用者 の利便性 向上や

賑わい創 出を図 る必要がある。

公 共施設 と民間施設 の相 互利用が期待で き,利 用者の利便性が高 く,賑 わいのあ る施設 となる 可能性

がある、

6

事業

等
の
特
徴

公共財産(土 地)

の保全

晟聞施設部分は,借 地期間満 了後,土 地は 市に返還 され る、 土地 の分譲売却 により公共財産

は減少す る。

ただ し,権 利区分 が明確 であるた

め,将 来 の建替時の障害はない。

借 地期間満 了後,上 地は 市に返還され る。 底地は民間 との共有 とな る。

将来の建替時 に民間 との調整 が

発生す る。

公共施設の

保有リスク

公 共施設 は市が保有するため,通 常
辱

の施設保有 リスクが発生する。

公共施設 を晟聞保有 とす ることで

施設保有 リスクを民間 に移転す るこ

とが可能。

公 共施設 は市が保有す るため,通

常の施設保 有 リスクが発生する。

公 共施設 は市が保有す るため,

通常の施設保有 リスクが発生す

る。

公 共施設 の不具合が民間施設に

影 響 した場合,賠 償責任が生 じる

可能性 がある。

公共施設 を民間保有 とす るこ

とで施設保有 リスクを民間に移

転す ることが可能。

公共施設は 市が保有す るため,

通 常の施 設 保有 リス クが 発生 す

る。

公共施設の不 具合 が民間施設に

影響 した場合,賠 償責任が生 じる

可能性が ある。
民間施設の用途

への関与

土地売却方式 と比べて,土 地所有者 として民間施 設の用 途に関 し協議 する

方法がある。

民間施設の譲渡,用 途変更に関 し

協議す る方法はない。

土地売却方式 と比べ て,士 地所有者 として民間施設の用途に関 し

協議する方法がある。

民間施設 の譲 渡,用 途変更 に関

し協議す る方法 はない。

民聞施設撤退時

の対応

借地借家 法上,更 地返還を原則 と した契約 となるため対応が容易。 土地を売却 しているため,市 のコ

ン トロール下にはない。

借地借 家法上,更 地返還を原則 とした契約 となるため対応 が容易。

ただ し,民 間施設撤退時 に公共施設を存続 させる場合 は,民 間所

有部分の新たな施設保 有者 の確保が必要。

民間施設撤退 時に公共施設 を存

続 させ る場 合は,民 間所有部分 の

新 たな施設保有 者の確保 が必要。

さらに,土 地 の権利がないた め,

土地の買戻 しな どの対応が必要。
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